特定商工業者制度について


特定商工業者制度は、国の法律である「商工会議所法」（昭和28年法律第143号によって定められている制度です。
この法律に基づいて、商工会議所は法律で定められた一定規模以上の事業所（特退商業者）の実態を正確に把握するために、法定台帳を整備して地域振興策の立案や取引照会等の基礎資料として活用しています。　該当される事業者におかれましては、登録及び負担金の納入にご協力お願いします。






◎特定商工業者確認シート

商工会議所法（第7条）で定められた次に該当する商工業者が、商工会議所の会員か非会員を問わず、特定商工業者になります。

特定商工業者に該当します
1 伊万里市の商工業者の代表として選任される商工会議所1号議員選挙権（1個）
2 選挙した会議所議員を通じて、間接的に当商工会議所の運営に参加する権利
3 産業経済関係の資料、調査報告書などの閲覧
4 その他、自己の事業に役立てるために、商工会議所を活用できます。
　最も大きな特典はなんといっても、あなたの事業のすべてに信用が加わることです。
＜特定商工業者に関するお問い合わせ＞
伊万里商工会議所　総務企画課　ＴＥＬ　0955-22-3111
特定商工業者に該当され、現在まだ商工会議所に未加入の皆様には、単に法定台帳にご登録頂くだけでなく更に一歩進め、是非この機会に商工会議所会員へのご加入をご検討頂きますようよろしくお願いします。
◎権利・特典
商工会議所法（第１２条）に基づき、法定台帳の調査作成にかかる費用の一部として、特定商工業者の皆様の過半数の同意と伊万里市長の許可を受けて年間1,200円の負担金のご協力をお願いしております。
◎負担金とは
特定商工業者の方が自己の事業の内容を商工会議所に登録する台帳のことで、これによって常に業界の実態を把握し、しかもこの台帳を活用して皆様方の信用や事業の繁栄に役立たせるものです。
◎法定台帳とは
あなたの事業所は法人ですか？個人ですか？
特定商工業者に該当しません
ＮＯ
ＮＯ
ＮＯ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
個人
法人
上記事業所で常時使用する従業員が２０人（商業・サービス業は5人）以上ですか？
資本金額または払込出資総額が３００万円以上ですか？
ＹＥＳ
毎年4月1日現在、６箇月以上継続して伊万里市内に本支店・営業所・工場などを設け、営業を行っていますか？

